
1 

地産地消 SAF サプライチェーン構築プロジェクト推進事業委託事業者募集要領 

 

１ 目的 

本県の航空分野におけるCO2排出量削減を図るため、企業や市町村等が連携し、

原料となる廃食用油等の回収から SAF の製造、供給、利用まで含めたこの地域で

の SAF サプライチェーンの構築を目指すため、あいちカーボンニュートラル戦略

会議で採択された「地産地消SAFサプライチェーン構築プロジェクト」をはじめ、

県内において官民が実施するサプライチェーン構築に資する取組等を支援する。 

 

２ 業務内容 

  別添１ 仕様書のとおり 

 ※本事業の実施は、令和８年２月定例愛知県議会における議決を条件とする。 

 

３ 選定者数 

  １者 

 

４ 契約条件 

（１）委託金額限度額 

   32,594,784 円以内（消費税及び地方消費税（税率 10%）含む。） 

(２) 契約保証金 

愛知県財務規則第 129 条の２の規定により納付。 

ただし、第 129 条の３の規定に該当する場合は、全額免除。 

（３）契約期間 

   契約締結日から 2027 年３月 26 日（金）までとする。 

（４）委託費の支払条件 

原則事業終了後の精算払いとする。 

 

５ 応募資格 

応募の資格は、次の要件をすべて満たす者とする。 

（１）令和６・７年度入札参加資格者名簿（愛知県会計局）の業務（大分類）「03．

役務の提供等」－営業種目（中分類）「07．調査委託」に登録されている者で

あること。 

（２）SAF に関する専門知識及び SAF に関係するステークホルダーとのネットワーク

を有すること。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない

者で、企画提案書の提出期限において、愛知県から愛知県会計局指名停止取扱

要領に基づく指名停止処分を受けていないこと。 

（４）本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に「愛知県が行う事務

及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年６月 29 日付愛知県知
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事等・愛知県警察本部長締結）に掲げる排除措置を受けていないこと。 

（５）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

（６）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（７）応募は単独に限らず共同企業体でも可とする。この場合の要件は以下のとおり。 

   ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。 

   イ 共同企業体を構成する全ての事業者が、応募資格（２）から（６）の要件

を満たす者であること。 

   ウ 共同企業体を代表する事業者は応募資格（１）の要件を満たすこと。 

 

６ 応募方法等 

（１）業務内容等に関する質問等 

   本業務に関し質問等がある場合は、2026 年３月２日（月）午後５時までに電子

メールにより送信すること。 

   質問等への回答は、質問者に対して明らかに不利益を与える情報を除き、愛知

県のWebページに掲載するとともに、質問者に対して電子メールにより回答する。

仕様の補足等を掲載することもあるので、質問及び回答については企画提案書等

の提出前に必ず確認すること。 

  ア 質問の送付先   

  電 子 メ ー ル：jisedai@pref.aichi.lg.jp 

  タイトルは「地産地消 SAF サプライチェーン構築プロジェクト推進事業に関

する質問」とすること。 

  イ 回答掲載 Web ページ 

    本募集要領掲載ページと同じ URL に掲載する。 

（２）応募方法 

ア 提出書類 

（ア）企画提案書（別紙「企画提案書等作成要領」を参考に作成してください。）  

（イ）見積書（各項目における経費積算の概要を記載し、宛名を「愛知県知事」

とすること。） 

（ウ）業務実施体制書（統括責任者、愛知県との連絡担当者等を記載したもの）

及び経歴書 （統括責任者のみで可。）  

（エ）添付資料 

① 会社の概要が分かる資料（資本金、従業員数等の記載のあるもの。）  

② 企画提案書かがみ（様式１） 

③ 誓約書（様式２） 

④ 法人等の業務履歴（様式３） 

⑤ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（様式４） 

※様式４については、全ての項目に該当無い場合も、その旨記載して提出す

ること。  

イ 提出部数 各７部（正本 １ 部、副本 ６ 部） 
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     ただし、添付資料のうち②、③及び⑤については、正本１部で可。 

ウ 提出期限 

  2026 年３月９日（月）午後５時必着 

エ 提出方法 

持参又は郵送（配達証明に限る。）とする。 

※ 持参の場合の受付時間は、土･日･祝日を除く開庁日午前 10 時から午後５

時までとする。郵送の場合は、配達の都合で提出期限までに届かない場合

もあるので、期限に余裕を持って送付すること。 

  オ 提出先 

   〒460－8501 

    名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

    愛知県経済産業局次世代モビリティ産業課 航空宇宙産業グループ 

    電話 052-954-6349（ダイヤルイン） 

（３）企画提案書作成上の注意 

・ 2025 年度の活動・検討内容については、以下の URL を参照し確認すること。 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/saf-conference.html 

・ 応募及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国

通貨とする。 

・ 企画提案書の提出は、１者１案とする。 

・ 応募資格を有さない者の提出資料又は提出資料に不備がある場合は受理しな

い。 

・ 応募に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

・ 提出された企画提案書類は返却しない。 

・ 提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。 

・ 提出された企画提案書は委託先決定のための資料であり、正式な企画書は愛

知県と協議の上、決定する。 
 

７ 企画提案の選定等 

（１）審査方法 

委託者が設置する審査会において、提出された企画提案書及びプレゼンテーシ

ョンにより、本県が定める審査要領に基づき総合的に審査を行い、最優秀企画提

案書を決定する。審査会は非公開とし、審査の経過等審査に関する問合せには応

じない。また、審査結果についての異議申し立ては受け付けない。 

（２）プレゼンテーション 

  ア 開催日等 

３月中旬に開催予定。日時等が決定次第、各提案者に個別に連絡する。 

  イ 実施方法（予定） 

Microsoft Teams による。 

企画提案書の内容説明（15 分間）、質疑応答（５分間） 
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（３）審査基準 

   以下の項目について評価し、総合的に審査を行う。 

 

評価項目 評価ポイント 

業務実施体制 
・ 実施体制が適切であり、業務遂行のために十分な人員を確保しているか。 

・ 必要な専門的知識・経験を有する人員で構成されているか。 

類似業務実績 ・ 本業務内容に関連する同種又は類似業務の実績は適切かつ十分か。 

経費積算 ・ 事業内容に対して、必要な経費が適切な数量・単価で計上されているか。 

企画提案 【業務趣旨の理解度】 

・ 本業務の目的等を的確に理解し、それにふさわしい企画内容となってい

るか。 

【業務スケジュール】 

・ 全体事業計画及び業務スケジュールの内容は、実現可能で、適切かつ十

分か。 

【業務内容】 

① 協議会運営支援 

・ 協議会を適切に運営するとともに、サプライチェーン構築に向けた課題

抽出や問題解決につなげるためのヒアリング調査手法が具体的かつ適切に

示されているか。 

② 廃食用油等原料回収スキーム構築 

・ 「廃食用油回収推進のためのガイドブック」を踏まえた廃食用油回収モデ

ル事業や県民向け PR 事業が、効果的な回収スキームの検証と結果の取りま

とめにつながる内容となっているか。これらの取組がモデル事業拡大に向

けた提案となっているか。あわせて、他原料による SAF 製造可能性の調査・

検討が妥当かつ具体的に示されているか。 

③ SAF グレード認証制度設計・創設 

・ トレーサビリティの実証・検証および環境価値取引システムの構築検討

が、実証状況や関係事業者との連携を踏まえ適切な内容となっているか。あ

わせて、認証制度創設に向けた設計検討が、2025 年度のワーキンググルー

プの検討結果や実証結果等を踏まえた適切な検討方針が示されているか。 

④ 追加提案 

・ 本業務の背景・目的等を踏まえて、事業の成果や付加価値を高めること

ができる独自の追加提案はあるか。 

社会的取組 社会的価値の実現に資する取組として、以下の取組を行っているか。 
・環境マネジメントシステムの導入 
・自動車エコ事業所の認定 
・あいち生物多様性企業認証の認証 
・障害者法定雇用率の達成 
・協力雇用主の登録及び保護観察対象者等の雇用 
・障害者就労施設等からの調達実績 
・女性の活躍促進 
・ワーク・ライフ・バランスの推進 
・エコモビリティライフの推進 
・安全なまちづくりと交通安全の推進 
・健康づくりの推進 
・取引適正化の推進 
・中小企業の災害対策の推進 
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（４）通知 

審査結果については、各提案者に対して文書で通知する。 

（５）契約 

審査の結果、採択提案に選定された者と委託見積限度額の範囲内で交渉の上、

契約する。なお、不調に終わった場合は、次点の者と交渉するものとする。 

（６）提案の無効に関する事項 

     次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

  ・ 応募する資格のない者が提案したとき。 

  ・ 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。 

  ・ 事実に反する申込みや提案などの不正行為があったとき。 

  ・ 提案者が当該公募に対して２以上の提案をしたとき。 

  ・ その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき及び提案者に求められる義

務を履行しなかったとき。 


